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〇
経
済
産
業
省
令
第

号

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
並

び
に
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
九
十
六
号
）
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
省
関
係
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
定
め
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

経
済
産
業
省
関
係
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

経
済
産
業
省
関
係
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業

省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
指
定
製
品
の
製
造
業
者
等
に
係
る
生
産
量
又
は
輸
入

（
指
定
製
品
の
製
造
業
者
等
に
係
る
生
産
量
又
は
輸
入

量
の
要
件
）

量
の
要
件
）

第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
要

第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
要

件
は
、
年
度
の
生
産
量
又
は
輸
入
量
（
製
造
し
、
及
び

件
は
、
年
度
の
生
産
量
又
は
輸
入
量
（
製
造
し
、
及
び

輸
入
す
る
製
造
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
を
合
計

輸
入
す
る
製
造
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
を
合
計

し
た
量
。
国
内
向
け
出
荷
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が

し
た
量
。
国
内
向
け
出
荷
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が

次
の
表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
製
品
の
区
分
に
応
じ

次
の
表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
製
品
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
種
類
ご
と
に
、
そ

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
種
類
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
以
上
で
あ
る
こ
と

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
以
上
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

と
す
る
。
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表
一

表
一

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

冷
蔵
機
器
及
び

［
略
］

［
略
］

冷
蔵
機
器
及
び

［
略
］

［
略
］

冷
凍
機
器

冷
凍
機
器

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

硬
質
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン

二
百
五
十
台

［
新
規
］

［
新
規
］
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フ
ォ
ー
ム
を
用
い
た

冷
蔵
機
器
及
び
冷
凍

機
器
（
断
熱
性
能
を

与
え
る
た
め
に
硬
質

ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ

ー
ム
を
用
い
た
も
の

の
う
ち
、
冷
蔵
又
は

冷
凍
の
機
能
を
有
す

る
自
動
販
売
機
以
外

の
も
の
を
い
う
。
）

硬
質
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン

二
百
台

［
新
規
］

［
新
規
］

フ
ォ
ー
ム
を
用
い
た
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冷
蔵
又
は
冷
凍
の
機

能
を
有
す
る
自
動
販

売
機
（
断
熱
性
能
を

与
え
る
た
め
に
硬
質

ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ

ー
ム
を
用
い
た
も
の

を
い
う
。
）

硬
質
ポ
リ
ウ
レ

住
宅
用
硬
質
ポ
リ
ウ

［
略
］

硬
質
ポ
リ
ウ
レ

硬
質
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン

［
略
］

タ
ン
フ
ォ
ー
ム

レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
用

タ
ン
フ
ォ
ー
ム

フ
ォ
ー
ム
用
原
液

用
原
液

原
液
（
住
宅
の
工
事

用
原
液

現
場
に
お
い
て
断
熱

材
の
成
形
の
た
め
に
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用
い
ら
れ
る
も
の
の

う
ち
、
令
第
一
条
第

三
号
の
製
品
の
成
形

又
は
同
条
第
四
号
の

製
品
の
製
造
の
た
め

に
用
い
ら
れ
る
も
の

以

外

の

も

の

を

い

う
。
）

非
住
宅
用
硬
質
ポ
リ

十
五
ト
ン

［
新
規
］

［
新
規
］

ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム

用
原
液
（
住
宅
の
工

事
現
場
に
お
い
て
断
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熱
材
の
成
形
の
た
め

に
用
い
ら
れ
る
も
の

以
外
の
も
の
の
う
ち

、
令
第
一
条
第
三
号

の
製
品
の
成
形
又
は

同
条
第
四
号
の
製
品

の
製
造
の
た
め
に
用

い
ら
れ
る
も
の
以
外

の
も
の
を
い
う
。
）

断
熱
材

硬
質
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン

十
五
ト
ン

［
新
規
］

［
新
規
］

［
新
規
］

フ
ォ
ー
ム
を
用
い
た

断
熱
材
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［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


